
こ
れ
ま
で
日
本
企
業
の
経
営
分
析
は
製
造
業
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
銀
行
や
証
券
会
社
等
、
金
融
機
関
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い

て
分
析
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
日
本
経
済
の
奇
跡
と
い
わ
れ
た
戦
後
の
高
度
成
長
が
、
自

動
車
や
電
機
産
業
等
の
組
み
立
て
産
業
に
代
表
さ
れ
る
製
造
業
の
高
い
生
産
性
向
上
に
よ
っ
て
牽
引
さ
れ
、
そ
の
優
れ
た
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
秘
密
は
何
か
、
と
い
う
問
題
意
識
が
強
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
日
本
的
経
営
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
は
日
本

の
製
造
業
に
対
す
る
経
営
学
的
研
究
か
ら
え
ら
れ
た
知
見
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
九
〇
年
代
に
入
っ
て
保
険
、
銀
行
、
証
券
会
社
の
破
綻
が
相
次
ぎ
、
そ
れ
と
同
時
に
い
や
お
う
な
く
金
融
機
関
に
お
い

て
経
営
改
革
を
進
め
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
金
融
機
関
に
つ
い
て
も
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
本
格
的
な
研
究
が
必

要
に
な
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
大
手
証
券
会
社
を
取
り
上
げ
て
九
八
年
の
ビ
ッ
グ
バ
ン
以
後
、
顕
著
に
な
り
始

め
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
改
革
に
つ
い
て
、
今
回
は
特
に
人
事
制
度
に
焦
点
を
当
て
て
改
革
の
方
向
性
を
整
理
し
て
み
た
。

１
　
証
券
界
に
お
け
る
職
能
資
格
制
度

大
手
証
券
会
社
の
人
事
評
価
制
度
は
、
基
本
的
に
は
製
造
業
に
お
け
る
他
の
大
企
業
と
同
様
に
「
職
能
資
格
（
等
級
）
制
度
」
が

採
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
制
度
で
は
、
職
務
の
遂
行
能
力
（
職
能
）
と
い
う
基
準
で
従
業
員
を
等
級
や
資
格
の
形
で
格
付
し
（
１
）、

こ
の
資

格
・
等
級
に
対
応
し
て
役
職
位
（
主
任
、
係
長
、
課
長
補
佐
、
課
長
、
次
長
、
部
長
等
）
と
給
与
が
決
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
現
在
の

（1）

変
わ
り
つ
つ
あ
る
証
券
会
社
の
人
事
制
度

二
上
季
代
司



職
能
等
級
に
お
い
て
ど
の
程
度
の
能
力
を
発
揮
し
た
か
、
さ
ら
に
よ
り
高
い
職
能
等
級
に
位
置
付
け
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
観
点

か
ら
職
能
評
価
が
な
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
基
本
的
な
処
遇
が
決
定
さ
れ
る
。

こ
の
職
能
資
格
制
度
は
―
―
恐
ら
く
一
般
産
業
界
で
も
同
様
と
思
わ
れ
る
が
―
―
、
次
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
た
。
す
な

わ
ち
、
基
本
給
の
う
ち
職
能
基
準
に
よ
っ
て
決
ま
る
部
分
（
職
能
給
）
は
一
部
分
だ
け
で
、
年
齢
給
も
残
っ
て
お
り
、
し
か
も
各
等

級
に
は
標
準
経
過
年
数
な
ら
び
に
最
長
滞
留
年
数
が
決
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
年
が
経
て
ば
自
動
的
に
進
級
・
昇
給
し
定
年
ま
で
に

は
誰
で
も
課
長
程
度
に
は
昇
任
で
き
る
反
面
、
最
短
滞
留
年
数
も
あ
る
の
で
、
あ
る
年
齢
に
成
ら
な
け
れ
ば
昇
任
で
き
な
い
仕
組
み

に
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
年
功
序
列
的
な
色
彩
も
な
お
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
２
）。

こ
れ
に
加
え
て
職
能
資
格
の
等
級
定
義
（
位
置
付
け
）
と
期
待
さ
れ
る
水
準
も
か
な
り
曖
昧
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
下
級
段
階
は
一

般
職
能
と
し
て
担
当
業
務
に
つ
い
て
基
礎
的
な
実
務
知
識
を
有
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
中
級
段
階
は
指
導
監
督
職
能
と
し
て
部
門

業
務
全
体
に
つ
い
て
充
分
な
知
識
、
経
験
と
判
断
力
を
有
す
る
こ
と
、
上
級
段
階
は
管
理
職
能
と
し
て
部
門
運
営
的
な
視
野
と
識
見

を
有
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

各
社
に
よ
っ
て
等
級
が
級
・
号
ま
で
細
分
化
さ
れ
て
い
た
り
、
資
格
呼
称
や
等
級
定
義
の
細
目
が
異
な
っ
て
い
た
り
す
る
が
、
こ

の
職
能
資
格
制
度
は
、
大
手
証
券
会
社
で
は
ほ
ぼ
同
時
の
一
九
七
〇
年
ご
ろ
に
定
着
し
た
（
３
）。

こ
う
し
た
動
き
は
証
券
界
だ
け
で
は
な

く
、
一
般
産
業
界
で
も
共
通
し
て
お
り
、
七
〇
年
ご
ろ
に
は
業
種
を
問
わ
ず
大
企
業
に
お
い
て
職
能
資
格
制
度
が
整
備
、
定
着
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
証
券
界
で
は
そ
の
後
、
準
大
手
証
券
会
社
等
に
ま
で
拡
が
り
、
一
九
九
〇
年
ご
ろ
に
は
総
合
証
券
化
を
指
向
す

る
中
堅
・
中
小
証
券
に
ま
で
拡
大
し
て
い
っ
た
（
４
）。

な
お
、
証
券
界
で
は
「
総
合
職
」
と
「
一
般
職
」（
あ
る
い
は
総
合
系
列
と
一
般
系
列
）
の
複
線
的
職
掌
制
度
を
と
っ
て
き
て
お

り
、
両
者
と
も
資
格
等
級
に
よ
っ
て
処
遇
が
決
定
さ
れ
る
が
、
総
合
職
は
男
子
、
一
般
職
は
女
子
で
、
一
般
職
の
場
合
に
は
資
格
等

（2）



級
の
上
限
が
低
く
押
さ
え
ら
れ
、
か
つ
各
等
級
の
滞
留
期
間
が
長
い
（
す
な
わ
ち
昇
給
・
昇
格
が
遅
い
）
反
面
、
転
勤
を
伴
う
異
動

は
無
し
、
と
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
一
九
八
五
年
の
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
制
定
以
後
は
、
一
般
職
か
ら
総
合
職
へ
の

転
換
制
度
や
、
両
者
の
中
間
的
な
職
掌
（
準
総
合
職
あ
る
い
は
担
当
系
列
な
ど
）
を
導
入
し
て
、
機
会
均
等
を
図
ろ
う
と
す
る
動
き

が
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
れ
は
職
能
資
格
制
度
の
根
本
に
触
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

２
　
九
〇
年
代
初
期
の
変
化

と
こ
ろ
が
、
九
〇
年
代
に
入
る
と
大
手
証
券
を
先
頭
に
、
年
功
的
要
素
を
押
さ
え
、
成
果
主
義
に
重
き
を
置
く
方
向
へ
、
こ
れ
ま

で
の
資
格
職
能
制
度
に
修
正
を
加
え
る
動
き
が
出
始
め
る
。
ま
ず
、
大
和
と
山
一
が
九
三
年
に
、
野
村
は
九
四
年
に
新
人
事
制
度
の

改
革
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
大
和
証
券
は
、
課
長
以
上
の
総
合
職
に
つ
き
、
基
本
給
の
な
か
で
純
粋
の
年
功
的
部
分
（
同
社
で
は
こ
れ
を
勤
続
給

と
称
し
た
）
を
廃
止
し
て
年
功
に
実
績
評
価
を
加
え
た
本
人
給
に
一
本
化
（
こ
れ
に
よ
り
基
本
給
は
本
人
給
プ
ラ
ス
等
級
手
当
て
と

な
る
）、
賞
与
に
つ
い
て
も
営
業
関
係
の
総
合
職
の
賞
与
体
系
を
、
各
人
の
役
割
や
実
績
、
経
営
の
意
思
・
方
向
性
に
対
す
る
貢
献

度
な
ど
を
重
視
し
た
も
の
に
改
訂
さ
れ
た
（
５
）。

同
様
に
、
山
一
証
券
で
も
従
来
の
職
能
資
格
に
加
え
、
社
員
が
担
当
し
て
い
る
職
務
の

責
任
の
大
き
さ
に
応
じ
た
「
職
責
区
分
」
を
新
た
に
導
入
、
賞
与
は
各
自
の
「
職
責
区
分
」
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
職
責
を
ど
の
程

度
達
成
し
た
か
に
よ
っ
て
支
給
す
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
（
６
）。

さ
ら
に
、
野
村
証
券
で
は
職
能
等
級
に
代
え
て
「
職
階
職
位
制
度
」
を
導
入
し
た
。
こ
の
職
階
職
位
制
度
で
は
、
従
来
の
職
能
等

級
と
同
様
に
社
員
の
職
務
遂
行
能
力
を
九
つ
の
職
位
に
格
付
す
る
が
、
こ
の
九
つ
の
職
位
は
、「
業
務
職
」「
指
導
職
」「
基
幹
職
」

「
経
営
職
」
の
四
つ
の
職
階
に
大
ぐ
く
り
に
束
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
月
例
給
は
職
位
の
水
準
（
す
な
わ
ち
従
来
同
様
に
職
務

（3）



能
力
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
が
、
役
職
（
ポ
ス
ト
）
は
職
階
の
中
か
ら
適
性
に
あ
わ
せ
て
与
え
ら
れ
、
賞
与
は
職
階
ご
と
に
業
績

に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
（
７
）。

以
上
の
よ
う
に
、
処
遇
対
象
で
あ
る
月
例
給
と
賞
与
（
そ
し
て
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
も
）
の
評
価
基
準
を
切
り
離
し
、
課
長
以
上
の

賞
与
に
つ
い
て
は
目
標
達
成
度
合
い
や
業
績
に
お
う
じ
て
支
払
う
こ
と
で
、
従
来
の
職
能
資
格
制
度
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
な
い
範
囲

で
年
功
的
要
素
よ
り
も
成
果
・
実
績
を
重
視
す
る
方
向
へ
と
修
正
が
図
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

３
　
ビ
ッ
グ
バ
ン
以
後

次
ぎ
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
の
が
、
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
あ
っ
た
一
九
九
八
年
前
後
で
あ
る
。

【
Ｆ
Ａ
職
】

大
手
証
券
が
こ
の
年
の
秋
か
ら
、
従
来
の
総
合
職
、
一
般
職
の
ほ
か
に
地
域
限
定
営
業
専
門
職
を
新
設
し
た
。
こ
れ
は
、
Ｆ
Ａ

（
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
が
、
転
勤
な
し
の
営
業
専
門
職
で
一
年
単
位
の
有
期
雇
用
契
約
で
あ

る
。
給
与
は
実
績
給
、
昇
給
・
昇
格
は
な
く
ボ
ー
ナ
ス
、
退
職
金
も
無
し
、
と
い
う
処
遇
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
実
績
給
の
内

容
は
、
現
時
点
で
保
証
給
二
五
万
円
前
後
ま
た
は
実
績
給
（
手
数
料
収
入
の
二
五
％
〜
五
〇
％
）
の
い
ず
れ
か
多
い
ほ
う
、
と
な
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
営
業
と
い
う
職
務
に
規
定
さ
れ
た
職
務
給
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
下
限
を
保
証
さ
れ
た
出
来
高
払
い
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
後
、
こ
の
Ｆ
Ａ
制
度
は
準
大
手
証
券
会
社
、
中
堅
証
券
に
も
広
が
っ
て
お
り
、
ま
た
各
社
と
も
営
業
員
に
占
め
る
Ｆ

Ａ
の
比
率
を
急
速
に
高
め
て
い
る
。

他
方
、
従
業
員
の
基
幹
部
分
で
あ
る
総
合
職
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
職
能
資
格
制
度
を
さ
ら
に
成
果
主
義
、
実
績
主
義
へ
と
修
正
す

る
動
き
が
加
速
し
て
い
っ
た
。
そ
の
点
、
大
手
証
券
で
は
日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
グ
ル
ー
プ
が
最
も
進
ん
だ
制
度
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

（4）



同
グ
ル
ー
プ
は
一
九
九
九
年
、
ア
メ
リ
カ
の
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
と
戦
略
的
提
携
を
結
び
、
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
部
門
は
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ

と
の
合
弁
会
社
、
日
興
ソ
ロ
モ
ン
・
ス
ミ
ス
・
バ
ー
ニ
ー
社
（
現
日
興
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
証
券
）
と
し
て
分
離
し
た
。
こ
の
と
き
以

来
、
同
グ
ル
ー
プ
は
数
次
に
わ
た
っ
て
人
事
制
度
の
改
訂
を
行
い
、
二
〇
〇
三
年
四
月
実
施
の
新
人
事
制
度
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
（
８
）。

【
日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
グ
ル
ー
プ
】

リ
テ
ー
ル
主
体
の
日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
証
券
会
社
で
は
、
か
つ
て
の
総
合
職
、
一
般
職
の
区
別
は
廃
止
さ
れ
、
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ

ル
社
員
に
統
合
、
こ
れ
を
職
責
に
応
じ
て
三
ク
ラ
ス
に
分
け
て
い
る
。
ク
ラ
ス
一
の
職
責
は
、
管
理
職
の
具
体
的
指
示
で
定
型
的
業

務
を
行
う
も
の
で
、
最
短
年
数
二
年
で
ク
ラ
ス
二
へ
昇
格
す
る
。
ク
ラ
ス
二
は
管
理
職
の
包
括
的
指
示
で
基
幹
的
、
専
門
的
な
業
務

を
行
う
も
の
で
、
最
短
年
数
六
年
で
最
後
の
ク
ラ
ス
三
へ
昇
格
す
る
。
通
常
、
大
卒
採
用
は
、
ク
ラ
ス
二
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
と
な
る
。

ク
ラ
ス
三
の
職
責
は
、
会
社
の
基
幹
的
、
専
門
的
業
務
を
行
う
も
の
で
プ
ロ
と
し
て
担
当
職
務
の
成
果
に
責
任
を
負
う
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
給
与
・
賞
与
体
系
は
固
定
給
に
実
績
ベ
ー
ス
の
賞
与
を
加
え
た
も
の
で
欧
米
の
証
券
会
社
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
例
え

ば
ク
ラ
ス
二
で
は
、
三
〇
万
円
弱
の
月
例
給
（
９
）

に
賞
与
が
加
え
ら
れ
る
が
、
賞
与
は
業
績
に
連
動
し
て
お
り
、
評
価
に
よ
っ
て
は
最
大

四
八
ヶ
月
の
格
差
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
ク
ラ
ス
三
は
年
俸
制
と
な
っ
て
お
り
、
一
定
額
の
ベ
ー
ス
年
俸
に
職
務
に
応
じ
た
職
務
年

俸
が
加
算
さ
れ
、
職
務
の
達
成
度
合
い
に
応
じ
て
さ
ら
に
評
価
年
俸
が
支
払
わ
れ
る
。
評
価
年
俸
は
い
わ
ゆ
る
ボ
ー
ナ
ス
で
あ
る
。

そ
し
て
職
務
ご
と
に
評
価
項
目
が
細
分
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
達
成
度
合
い
に
応
じ
て
評
価
年
俸
が
支
払
わ
れ
、
こ
れ
も
最
大
四
八

ヶ
月
の
格
差
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。

他
方
、
日
興
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
証
券
の
人
事
制
度
は
、
合
弁
相
手
の
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
に
平
仄
を
合
わ
せ
て
お
り
、
欧
米
の
投
資

銀
行
と
同
様
に
、
職
務
に
応
じ
た
固
定
給
に
実
績
ベ
ー
ス
の
ボ
ー
ナ
ス
が
加
算
さ
れ
る
と
い
う
年
俸
制
に
な
っ
て
い
る
。

（5）



【
大
和
証
券
グ
ル
ー
プ
】

同
様
に
住
友
銀
行
と
戦
略
的
提
携
を
行
い
、
リ
テ
ー
ル
と
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
に
分
社
化
し
た
大
和
証
券
グ
ル
ー
プ
の
新
人
事
制
度
を

み
て
お
こ
う
。
同
グ
ル
ー
プ
で
は
、
提
携
直
前
の
九
八
年
、
課
長
職
相
当
以
上
に
つ
い
て
新
給
与
体
系
の
適
用
が
開
始
さ
れ
た
。
こ

れ
は
年
功
的
要
素
の
残
る
本
人
給
を
廃
止
し
て
等
級
別
基
本
給
に
一
本
化
、
定
期
昇
給
を
廃
止
、
考
課
加
減
給
の
新
設
に
よ
り
年
俸

的
要
素
（
す
な
わ
ち
給
与
減
も
あ
り
う
る
）
を
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
、
住
友
銀
行
と
の
戦
略
的
提
携
を
通
じ
た
三
社

分
社
化
（
持
ち
株
会
社
、
リ
テ
ー
ル
、
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
）
の
組
織
再
編
の
後
、
三
社
共
通
の
新
人
事
制
度
が
九
九
年
か
ら
始
ま
っ
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
等
級
制
度
を
一
〇
級
区
分
か
ら
四
段
階
に
簡
素
化
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
に
よ
っ
て
昇
進
年
数
が
短
縮
さ
れ
実
力
に

見
合
っ
た
処
遇
が
し
や
す
く
な
る
）。
ま
た
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
な
ど
の
職
種
を
念
頭
に
、
等
級
制
度
と
は
切
り
離
し
た
特
別
専
門
職
制

度
な
ら
び
に
目
標
管
理
制
度
を
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
の
大
和
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
に
導
入
し
て
い
る
（
10
）。

二
〇
〇
四
年
度
か
ら
は
、
職
種
別
処
遇
体
系
が
導
入
さ
れ
、
営
業
、
管
理
・
事
務
、
そ
の
ほ
か
企
画
・
人
事
な
ど
の
三
つ
に
わ
け
、

給
与
体
系
、
ボ
ー
ナ
ス
考
課
に
職
種
系
列
差
を
反
映
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
月
例
給
考
課
を
一
一
段
階
か
ら
一
六
段
階
に
細
分

化
す
る
と
し
て
い
る
（
11
）。

す
な
わ
ち
、
同
グ
ル
ー
プ
も
欧
米
流
の
職
務
給
の
採
用
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

４
　
人
事
制
度
変
革
の
方
向
性
　

以
上
は
、
公
表
さ
れ
た
社
史
や
ア
ニ
ュ
ア
ル
レ
ポ
ー
ト
の
類
か
ら
拾
い
集
め
た
証
券
会
社
の
人
事
制
度
の
変
遷
で
あ
る
。
大
手
証

券
に
つ
い
て
見
た
だ
け
で
、
そ
れ
も
き
わ
め
て
部
分
的
で
あ
る
。
網
羅
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
た
だ
し
、
あ

る
程
度
の
概
観
は
つ
か
め
よ
う
。

す
な
わ
ち
職
能
資
格
制
度
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
成
果
給
、
さ
ら
に
は
職
務
給
の
要
素
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ

（6）



る
。
九
〇
年
代
は
じ
め
に
は
、
月
例
給
な
ら
び
に
役
職
位
（
ポ
ス
ト
）
の
評
価
基
準
と
賞
与
の
評
価
基
準
を
切
り
離
し
、
賞
与
を
成

果
給
と
位
置
付
け
、
さ
ら
に
賞
与
部
分
を
大
き
く
し
て
成
果
給
の
比
重
を
高
め
て
い
く
、
と
い
う
工
夫
が
出
て
く
る
。
次
ぎ
に
ビ
ッ

グ
バ
ン
が
行
わ
れ
た
九
八
年
ご
ろ
に
は
、
地
域
限
定
営
業
職
と
い
う
職
掌
を
並
行
的
に
設
け
て
営
業
職
務
給
を
導
入
し
、
こ
の
職
務

給
を
出
来
高
払
い
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
大
手
証
券
（
さ
ら
に
は
準
大
手
、
中
堅
の
一
部
を
含
め
）
に
共
通
し
た
傾
向
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
今
後
の
動
向
、
と
り
わ
け
職
能
資
格
制
度
そ
の
も
の
を
放
棄
し
て
し
ま
う
か
ど
う
か
、
は
不
明
確
で
あ
り
、
異
な
っ

た
対
応
が
見
ら
れ
る
。
上
記
の
よ
う
に
日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
グ
ル
ー
プ
の
人
事
制
度
改
革
の
方
向
は
、
職
能
資
格
制
度
を
否
定
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
野
村
証
券
は
出
来
高
払
い
の
Ｆ
Ａ
制
度
を
並
行
さ
せ
な
が
ら
も
な
お
職
能
資
格
制
度
を
基
幹
的
な
人
事

制
度
と
し
て
維
持
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
証
券
会
社
に
お
け
る
人
事
制
度
の
今
後
を
展
望
す
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
、
証
券
界
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
の
職
能
資

格
制
度
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
き
た
の
か
、
そ
れ
は
制
度
疲
労
を
起
こ
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
な
お
存
在
理
由
が
あ

る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
次
ぎ
の
課
題
と
し
て
お
こ
う
。

注（
１
）

等
級
と
し
て
は
一
級
〜
八
級
な
い
し
は
一
〇
級
ま
で
の
区
分
が
あ
り
、
そ
の
各
等
級
に
対
し
て
資
格
名
称
（
助
手
、
書
記
補
、
書
記
、
副

主
事
、
主
事
、
副
参
事
、
参
事
、
理
事
な
ど
）
が
与
え
ら
れ
る
。

（
２
）

も
と
も
と
職
能
資
格
制
度
は
、（
一
）
高
度
成
長
期
の
技
術
革
新
に
よ
っ
て
年
功
的
熟
練
の
意
味
が
薄
れ
て
き
た
こ
と
、（
二
）
高
齢
化
に

よ
る
人
事
の
停
滞
（
ポ
ス
ト
不
足
）
と
い
う
事
態
を
背
景
に
、
そ
れ
ま
で
の
電
産
型
賃
金
制
度
の
も
つ
過
度
に
年
功
的
な
要
素
を
緩
和
す

る
た
め
、
一
般
産
業
界
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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（
３
）

例
え
ば
『
大
和
証
券
百
年
史
』
二
〇
〇
三
年
、
四
七
〇
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
。

（
４
）

『
日
本
勧
業
角
丸
証
券
史
』
一
九
八
八
年
、『
コ
ス
モ
証
券
七
〇
年
史
』
一
九
八
九
年
、『
国
際
証
券
十
年
史
』
一
九
九
一
年
、『
第
一
証
券

五
十
年
史
』
一
九
八
九
年
、『
一
吉
証
券
史
』
一
九
九
一
年
、『
泉
証
券
一
二
〇
年
の
歩
み
』
二
〇
〇
二
年
、『
千
代
田
証
券
三
十
五
年
の
歩

み
』
一
九
八
四
年
、『
大
華
証
券
五
十
年
史
』
一
九
九
七
年
、
等
を
参
照
。
な
お
、
準
大
手
、
中
堅
・
中
小
証
券
の
間
で
は
、
歩
合
外
務
員

の
利
用
も
根
強
く
残
っ
て
い
た
が
、
方
向
性
と
し
て
は
こ
れ
を
社
員
外
務
員
に
置
き
か
え
る
傾
向
の
方
が
強
く
働
い
て
い
た
と
い
え
る
。

（
５
）

前
掲
『
大
和
証
券
百
年
史
』
七
七
〇
ペ
ー
ジ
。

（
６
）

山
一
証
券
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
に
よ
る
（『
日
経
金
融
新
聞
』
九
五
年
一
月
一
〇
日
、
四
月
一
八
日
）。

（
７
）

野
村
証
券
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
に
よ
る
（『
日
経
金
融
新
聞
』
九
四
年
一
一
月
二
九
日
）。

（
８
）

以
下
は
日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
グ
ル
ー
プ
『
ア
ニ
ュ
ア
ル
レ
ポ
ー
ト
』
各
年
版
お
よ
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
。

（
９
）

こ
の
月
例
給
は
、
転
勤
の
有
無
に
よ
っ
て
Ａ
（
転
勤
地
域
限
定
無
し
）、
Ｂ
（
転
勤
は
特
定
地
域
内
）、
Ｃ
（
転
勤
を
伴
う
異
動
無
し
）
の

三
コ
ー
ス
に
若
干
の
差
が
あ
る
。

（
10
）

前
掲
『
大
和
証
券
百
年
史
』
七
七
〇
ペ
ー
ジ
、
八
二
五
ペ
ー
ジ
。
同
社
ア
ニ
ュ
ア
ル
レ
ポ
ー
ト
九
九
年
版
。

（
11
）

大
和
証
券
グ
ル
ー
プ
ア
ニ
ュ
ア
ル
レ
ポ
ー
ト
二
〇
〇
三
年
版
。

（
に
か
み
　
き
よ
し
・
客
員
研
究
員
）
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